
（１）第一避難所である中学校の避難施設の対象範囲拡大 ※令和6年11月修正済み

≪課題≫

「習志野市地域防災計画の一部修正について」

◆修正前の地域防災計画において、第一避難所である市立中学校は、体育館2階アリーナ
及び1階柔剣道場を避難施設としていた課題を整理し、修正したもの。

①要配慮者が階段で2階アリーナへ上がることが困難であること

②避難所生活を送る高齢者等が1日に何度も階段を昇降する必要があること

③最大数の避難者が発生した場合、2階アリーナと1階柔剣道場では収容が不足する
可能性があること

市立中学校の体育館1階及び2階の全面を避難施設として指定し、
全施設の1階を要配慮者優先施設として活用。
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≪結論≫



（２）補助避難所の追加

【調整中の事項】
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◆現状:台風7号対応以後、「実籾コミュニティホール」 、「市民プラザ大久保」は補助避難所
として仮指定している。

◆令和6年8月16日の台風7号接近時、空調設備の有無等を考慮し、
「実籾コミュニティホール」を避難所として開設した。

関係機関との調整が終わり次第、正式に補助避難所として指定する。

連番 名称 内容

1 向山こども園
（谷津２丁目） ※向山幼稚園の廃止による代替

2 青葉保育園
（津田沼３丁目） ※菊田第二保育所の廃止による代替

3 藤崎こども園
（藤崎４丁目）

※藤崎幼稚園の廃止による代替
（令和７年４月１日予定）

◆こども・子育て支援事業計画に基づき、新たに開園した施設を補助避難所として指定したもの



（３）新規協定締結一覧
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連番 協定名称 相手 締結
年月日 内容

1 災害時における燃料等
の供給に関する協定

千葉県石油協同組合
習志野支部 R6.4.1 災害時の燃料供給及

び運搬

2
災害発生時における帰
宅困難者の受入等に関
する協力協定

東京インテリア家具 R6.12.20
災害時の帰宅困難者
の受入、備蓄物資の提
供等

【調整中の協定】

連番 協定名称 相手 締結
年月日 内容

1 帰宅困難者の受入等に
関する協力協定（仮） 天然温泉 湯～ねる

R6年度末
まで

・帰宅困難者の受入
・入浴施設の提供

2 物資及び避難場所の提
供に関する協定（仮） ロイヤルホームセンター ・物資の提供

・避難場所の提供

3 災害時の情報収集に
関する協定（仮） 未来科学開発機構 ・災害時情報収集

・防災イベントへの参加

◆令和6年度中に締結した協定及び締結調整中の協定について
【締結協定】
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（４）第３給水場の廃止について

※1 第3給水場は、老朽化し更新時期を迎えている。

※2 人口減少や節水意識の浸透、節水機器の普及により、配水量と稼働時間が減少している。

【廃止理由】

第2次習志野市水道事業経営戦略に基づき、第3給水場を廃止する。

今後は、第1給水場の送水機能を転用し、第3給水場の配水機能の代替えとする。



（５）その他の修正

◆総則編～大規模事故編

連番 修正項目 修正内容

1 災害対策業務等の変更 各部局から集約した意見の反映

2 その他文言整理 実情に即した文言に修正

◆資料編

連番 修正項目 修正内容

1 施設、組織の新設、変更等 施設、組織等の新設、閉鎖、変更の反映

2 一時避難場所の更新 施設情報更新に伴い、面積及び収容人数を更新

3 防災倉庫備蓄品一覧の更新 令和7年1月時点の備蓄数を反映

4 災害時応援協定の追加 新たに締結した協定の反映
※3項の一覧表参照
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